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一公設民営による子どもの権利擁護の取 り組み（冨山県小杉町）

d 噸 町子どもの権利薫揺センター

明橋 大 二 （真生会富山病院心療内科医）

1 ．不登校 の子 どもたちの心の居場所づく り

人 間には、二 つの居 場所 が必要 です。一 つは 、家。 そのた

めに必要 なのは 、家 族との コミュニケー シ ョンで す。

しか し、人 が生 きてい くため には、そ れだ けでは不 十分で

す。家 以外の 場所 で、 自分 の存在 を認 め られ 、必 要 とされる

場が必要 です 。 それ は、大 人 にと って は、仕 事 であ った り、

職場 であ った り、地 域で あ った り、友人 であ った りする と思

います 。子 ども にと って は、そ れ は、何 と言 って も 、友達 、

仲間 です。

特 に 、友人 関係 で傷 つ いて 、不登 校 にな った子 ども に は、

安心 して仲間 と出会 え、存在 を肯定さ れる居場所 が必要 です。

私 は、当初 、医療機 関で不 登校 と関わ りだ した ころ、 この

居場所の必要性を感 じ、初めは、病院に思春期対象のデイケ

アを作 りま した。 しか し、結 果は 、思 ったほ ど子 どもたち は

来ませんで した。それ は、 あ くまで、 ここは病 院で あ り、不

登校 の子 どもたちの多 くは、 自分 は病気 ではな い、 だか ら病

院に行 く必 要はな い、と考え ていたか らです。そ してそ れは、

もっともな ことで した。

2 ．「 ほ っ とス マイ ル 」 を 開 く

～地 域 におけ る亨 どもの居 場所 づ く り～

そ こで、私 は、やは り地域の中で、子 どもの居場所を作る必

要があると考えま した。幸いなことに、当時、同 じよ うに、不

登校の居場所作 りが必

要と感 じて いた 仲 間が

あり、 そ うい う人 たち

が集 ま って 、 N P O を

作り、 行政 との 協働 で

立ち上 げたのが 、「小

杉町子どもの権利支援

センタ ー ほ っとス マイ
（ D ほ っ とス マ イ ル正 面

ル」（h ttp ：／／W W W ．tO ya m a V ．n e t／～s m ile／）です。（写真①）

（ 1 ）「ほっとスマイル」オー プンまでの流れ
ほ っとスマ イルが立 ち上 がる までに は、二つ の大き な流れ

があ りま した 。一つ は、 この 地域 に、不 登校の 子 どもの居場

所が必要 と考 えてい る人た ちが いた ことです 。その人 たち が

集ま って 、 H 1 4 年7 月 、設立準備 委員会 が立ち上 げ られ ま し

た。そこには、大学教員、精神科医、不登校当事者団体主宰

者、 フ リース クール講 師、病 院の ソー シ ャル ワー ク、 C A P

（ 子 ども への 暴 力 防止 プ ロ グラ ム） メン バー 、 不 登校 の親 、

臨床心理士 、弁護 士などさ まざまな 職種の人 が参カロしてお り、

これはその後 、 N P O 法人 と して組織 化され ま した。

もう一つの流れは、小杉町で、子どもの権利条例制定の動

きがあ った ことで す。 これ は、小 杉町長 の公 約で あ り、す で

に町民 ぐるみでの策 定作業 が進んで いま した。

前記の居場所設立準備委員会のメンバーの一人が、条例策定
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委員会の メ ンバ ーで もあ った ことか ら、子 どもの権 利を保 障

する具体 的な実 行機 関と して、子 どもの権 利支 援セ ンター を

立ち上げ 、そ こを同時 に、不 登校 に限 らず、何 らかの 権利侵

害を受け た子 どもたち が、安心 して仲 間 と出会 える居 場所 に

しようとい う提案 がな されたので す。

幸い、町長、教育長は じめ、町民や議会の理解も得 られ、

H 15 年8 月、小杉駅前に、小杉町子どもの権利支援センター

「 ほ っと スマイ ル」 がオ ー プン しま した 。小 杉町 か らの補 助

を受 け 、N P O 法人 が 運営 す る、公 設 民営 で あ り、子 ど もの

権利条 例に基 づ くもの と して は、川崎 市 に続 いて 、全国 で二

番目であ りま した 。

（ 2 ）「ほ っとスマ イル」 の機 能

さて、 ほっとス マイルの機 能と して は、四つ あ ります 。

（》居場所機能

子 どもた ちが、安心 して 、存在 を肯定さ れる場所 。そ して、

仲間と出会 える場所。

月 か ら土 まで （火 曜

日は定 休 日） 毎 日、朝

9 時 か ら 夕方 5 時 まで

オー プン して いて 、平

日は主 に 、不登 校の 子

どもた ちの 居場 所 と し

て利 用 さ れ てい ます 。

学校 に行 ってい る人 た

ちも 利 用 で き る よ う

に、 土曜 日もオ ープ ン

してい ます。（写真②）

職員 は2 名が常勤 で 、

その 他 、ボ ラン テ ィア

の人 たち がい ろ いろ と

助け て く れ て い ま す 。

活動 と しては 、特 に決

めた プ ロ グ ラ ム は な

く、 みな 、漫画 を読 ん

だり、ゲー ムを した り、

談笑 した り、絵 を描 い

たりと思い 思 いに過 ご

して い ます 。（写真（卦）

台所 があるので 、昼は 、

スタ ッフ と、子 ども た

ちが 協力 して昼 ご飯 を

作り ま す 。（写 真（卦）

週に一 日、 町民体 育 館

（ 卦ほ っ と ス マ イル 全 景

③フ リー スペ ー ス

④料理 コーナー

でス ポー ツ を した り、 その 他 、乗馬 、 映画 鑑賞 、野 球観 戦 、

他施設との交流、農業体験、誕生会などが行われることもあ

りま す。希望 者 には、教員免 許 を持 ったス タ ッフが 、勉 強を

教え るこ ともあ ります。現在 、希 望者 には 、ほ っとスマ イル

の利用 が在籍 校での 出席扱 い と して認 め られ るよ う、教育 委

員会、校長 会 とともにガイ ドライ ンを策 定中 です。

（訓 日談機能

子 どもたち の悩 み に対 して 、ス タ ッフが相 談 に応 じま す。

センター長自ら不登校経験者で、不登校当事者団体を
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主宰してきた経緯から、不登校の相談について豊富な経験を

有して います 。その ほか 、

士に よる相 談 日 を設 け

てお り、子 どもだ け で

なく、親 や、 子 ども を

取り巻 く様 々 な人 の相

談に無 料で 応 じて い ま

す。（写真（9 ）（この経

費につ いて も 、小杉 町

家庭 教育 ア ドバ イザ ー

事業 と して 、公 的補 助

を受 けています 。）

ま た 、 ほ っ と ス マ

イル の 関 連 事 業 と し

遇二日（月、水の午後）臨床心理

⑤相談 コーナー

て、理事の一人は、町内各小学校 を巡回し、学校 において、

子 ども 、親、教 員の相 談 に応 じて お り、教員の 生徒 指導上 の

研修 会 にア ドバイザ ーと して 出席 する こともあ ります。

③電子上の居場所

不 登校 やい じめ、虐待 で悩 む子 どもの 中 には、直接 来所 で

き ない子 どもも 多 くあ ります 。そ うい う子ども たちの 悩み に

応 じ、 また子 ども同士の 交流 を図 る目的 で、ほ っとス マイル

の ホームペー ジ上に、相談 掲示板 を開設 しています 。

子 ども同士が 、つ らい体験を述べ 合い、共感 し、認め合 い、

また助言 しあ う、いわゆる ピアカウンセ リン グの手法が、 ここ

に生かされています。それによ って、自分だけ じやない と知 っ

て安心 した、元気 になれた、 とい う子 どもが多 くあ ります。

ま た、中傷 や荒 ら しな ど、電子 上の居 場所 の安 全を強 く損

な うよ うな書 き込み に対 しては 、管理者 が 、その つ ど慎 重 に

対処 しています。

セ ン タ ー 長 が 運 営 して い る 「麦 の 根 」 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http ：／／W W W ．m U g in o n e ．c o m ／） も含め る と、ア クセ ス数

は、月間約8 ，0 0 0 件、書 き込みは、月 間約 10 0 件であ り、世

界中の子 どもたちの電子上の居場所 と して機 能 しています。

④広報宣伝機能

子ども の権利 条例 を制 定 した と言 って も、 まだま だその 精

神は、住 民一人 一人 に浸透 してい るとは言 えま せん。 ほ っと

スマイル と しては、子 どもの権利 条例の基 本理念 、すなわ ち、

子どもも大 人 も、互い に人格 を尊重 しあ う ことを、さ らに地

域の 人々 に、啓 発 してゆ く必要 がある と思 って います。

そのた めに 、ケー ブルテ レ ビを使 った広 報や 、心 と体の健

康講座 を実施 してい る他 、町 内各 小中学校 を巡 回 してのC A P

プログラ ム （子 どもへ の暴力 防止 プロ グラム）の 実施 、い じ

め対 応ガ イ ドラインの策 定、体 罰 についての 問題 提起な どを

計画 してい ます 。

富 山県小杉 町子 どもの 権利支援 センター「ほ っとスマイル」

は、2 0 0 3 年4 月 か ら施 行さ れて いる 「小 杉 町子 どもの 権利

に関 する条例 」 を地域の 中で具体 化 してい く試み の 1 つで も

あります。

子どもの権利条例の精神を、地域の人たちが真に理解し、

互い に遵守 する ようにな った時 、不登 校や い じめ 、非行 な ど

のさ まざまな課 題 が改善 に向か い、 ひいて は、大 人も子 ども

も住み よい社会 になる と考 えてい ます。



子どもの家でのこれまでの暮 らし

～「カ リヨン子どもの家」（子 どものためのシェルター＜ 一時避難場所 ＞）～

前 田 信 一 （カリヨン子どもセンター理事・子どもの家担当）

2 0 0 4 年 6 月 1 日よ り、子 どもの家 はオープ ン しま した 。

子どもの家へは、弁護士会の子どもの人権救済窓 口経由で

の子どもからの緊急の相談、あるいは児童相談所経由で相談

が入 りま す。カ リヨン担 当弁護 士が面 接 し、子 どもの意 思を

確認 できれ ば、危 険か ら逃 れ、弁護 士・ ス タ ッフ に相談 でき 、

衣食住 が確 保され 、そ こでゆ っく りこれか らの ことを考 え ら

れるの です 。子 どもが逃 げ込 むこ とが でき 、子 どもに とって

安全 な居場所 とな るシ ェル ター です。 司法 、福祉 、地域 など

の様 々なう）野で子 どもの 人権 問題 に関わ ってきた人 たち のネ

ッ トワークを有 効に利用 して、子 どものた ちの居場所 を探 し、

ゆっ くりと子 ども自身の 意思 を確認 しなが ら、子 どもの 自立

を支援 してい きます。

これ まで、 5 名 の子 ども たちが家 で暮 ら していきま した。

1 9 歳 の少女 は、幼 い ときか ら施 設の 中で 暮 らさ ざる を得

ませ んで した。様 々な傷 を抱え てい‾こ、同棲 して いる男性 の

暴力 か ら逃 げ出 しま した 。「今 まで辛 か った生 活 や 自う）には

支え ても らう人が少 なか った。 しん どくな った らこの 家 に必

ず連結 する」 と彼女 は彼の も とに帰 って 行き ま した 。わず か

1 日の 暮 ら しの 中で 、自分の 気持 を素直 に 出せ 、振 り返 りが

でき、今 後の精神 的な支え もできたの です。

17 歳の 少年 は 、両親 との 折 り合い が悪 く、 家で 暮 らす こ

とがで きな くな り、子 どもの 家 にや って きま した。代 理人 と

なった弁護 士 らの仲 介で、薫別こアパー ト資金 を出 しても らい、

引っ越 して いく ことができ ま した 。家を 出て行 く前 日に手紙

をくれま した 。「ジイジ イヘ 。 ここ入 って す ごい人 を信 じる

気持が できた よ。 こん なバ カな 自分 のた めに うごいて くれ る

人がい る って初 めて感 じた。 す ごく うれ しか ったけ ど、すな

おにあ りが とう って言 いた いけ どいえな くて ごめんね 。た し

かに ジイ は変な やつ だ けど 、す ごい頼 れ たよ 。（中 略） あの

女の子の こ とよろ しくね。今 、一番 不安定 だか ら、ち やん と

見てあ げて てね。（中略 ）色 々あ りが と う。ま たよ ろ しく？」

わずか 2 週 間 、一 緒 に暮 ら しただ け の 1 5 歳 の女 の子 に対 し

て、私 達ス タ ッフに しっか り見 て てね と願 い を残 して い って

くれ ま した 。

母親 との折 り合 いが悪 く、 自宅へ 帰る ことが できなか った

この少 女も 、少 しずつス タ ッフに心 を開 くよ うにな り、児 童

相談所 と弁護 士の支 援の もと、 自立援 助 ホー ムヘ 移 って いき

ました。 1 3 歳 の父 親 か らの 虐 待を 受 けた少 年 は、児 童相 談

所の一時保護所へ。また 1 9 歳の乳児を抱えた少女は、母子

自立支援 施設へ 、それぞれ 行 く先 を見 つ けま した。

子 ども達一人 一人 が 自分 の人生 を一 歩一歩 着実 に歩き は じ

めま した。子 どもの 家が 、子ど もたち のため に これか らもお

役に立てれ ばと思 ってい ます。

カリヨン子 どもセ ンター ホームペー ジよ り

（h t t p ：／／w w w ．h 7 ．d io n ．n e ．jp ／‾c a r＝ 0 ∩／in d e x ．h t m ）

個室 津 具 や 部 屋 暮 も あ り ます

居

間
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食堂 温 か い ご飯 を召 し上 が れ

l 少年事件 と子 どもの権利

大人の想像力と寛容さが問われている

寺 尾 絢 彦（M eeting Space てらお 主宰・元家裁調査官）

「今 ま で こん な に話 を 聞 い て も ら った こ とは 無 か った」

「 始 めて大 人 と一生 懸命 話 せた」・‥家裁 や毒監別所 の面 接室 で

非行 を した 多 くの子 どもたち か らよ くこんな 言葉 を聞き ま し

た。

誰 か らも相 手 にされず 、 しば しば色 々な 意味で 被害者 でも

あった 多 くの子 どもたち を前 に、私 はいつ も 「お とな は
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も、 は じめ は子 ども だ った 。 しか し、その ことを忘れ ず にい

るお とな はい く らも いない」 とい うサ ン・ テ クジ ュペ リの あ

の有名な吉葉 を繰 り返 し思い 出 して いま した。

私たちは折 に触れて 「私が子 どもだ った頃 は」と言い ます。

しか しそ れは ごく表面 的な思 い出 や自慢話 で終 わ って しま い

勝ちです。

少 年た ちと話 を して いた 時、 自分 の子 ども時代 を語 る彼 ら

の話 に、私 は よく大人 の物差 しで は思い もよ らない新 しい見

方や考え方 を教 え られてび っく りした ものです。

「青少年健全育成大綱」が定められ、警察庁から「少年非

行防止法制 の在 り方 について」 の中 間報 告が出さ れ （0 4 年 8

月）、更 に法務 省は 「少年 法改正 」 を諮問 （0 4 年 9 ） しま し

た。「厳 しく」 とい う声 に （厳 しさの 何た るか を吟 味す る こ

とも無 く） 悪 いこ とを した子 ども はいち早 く隔離 して しま え

という動きが 強 くな っています 。

大 人が子 どもの ことを考 え、論 じる時、私 は 常にい くつか

のこと を基 本 に考 え て おか な けれ ば な らな い と思 って いま

す。

まず第 一 に必 要な ことは 、常 に子 どもの姿 を生 き生 きと頭

に描き 出す ことです。 それが 無い まま、規則 や法 律や制 度 を

どんな にい じっても、 それ は大 人の 都合や勝 手 が優先 し、子

どもの幸せ には繋が らないもの にな って しまいま す。

少年 事件 に枕 詞の ように使わ れる「凶悪 化」とい う吉葉 や、

「 反省が無い」「社会的責任」という一般的な言葉が多用され

た時、一人一人の子どもの姿は見えてきません。

第二 に 、今 子 どもをめ ぐる 現場で は何が どの よ うに行 われ

てい るか、 そ こには どん な不 具合が あるの か、 それは ど こか

ら来 ている のか とい った ことを しっか り見 つめ る ことが必要

です 。それ には現 場の人 々の 声を しっか り聞 く必 要が あ りま

す。

第三 に、本 当 にあるべ き姿 を 目指 して行 くた めに は何 が必

要で あ り、何 を すべきな のか とい う本質 的な議論 と、現 状で

はこ うす る しか仕 方がな い とい う現 実論 を しっか り分 けて考

えなけれ ば な らな い とい う ことで す 。「児童 相談 所 は手 が 回

らな いか ら、触法 少年 は家 裁 でや って くれ」「児 童 自立支 援

施設 の現状 を考え ると少年 院の 方が まだ ま しだ」 とい う、 と

りあ えずの現 場の声 にだ け合 わせる よ うな改 正 は本来あ って

はな らない ことで す。

第 四に新 しい制度 や法律 が 出来た 時、子 どもた ちは実 際 ど

んな ふ うに扱 われ てい くの か をイメー ジ と して描 いて い くこ

とです。例えば、先の少年法改正で 16 歳未満の少年にも刑

事裁 判手続 きをす る ことが可能 にな りま したが、未 決勾留 中

の少年の生活や法廷での少年の姿、少年刑務所での生活など、

どれ だけの人 がは っき りと矢口つて いたで しょうか。

第 五 と して 、制 度や法 律を いか に整 えて も、そ れを動 かす

のは人 間です。子 どもの ことを本当 によ く知 り、子 ども との

信頼 関係 を作る ことの 出来る専 門家 をいか に して 育て てい く

かとい う こと が常 に考 え られ な け れ ばな らない と 思 うの で

す。子 ど もが育 つた め には時 間も手 間 もお 金も か か ります 。

それは大人が覚悟 しな ければな らない ことです。

今回法務省が諮問 した少年法改正案は以上のような視点か

』≡
にも安易 で危険な感 じが してな りません。

ども の権 利 条 約 第7 6号・ 20 04年 10 月20 日号

私の経験でも、触法少年の面接は最初のうちはほとんど面

接にな らず、事 件 について 聞 こうと しても、全 く違 う言葉 し

か返 ってこな い ことがほ とん どで した 。警察 に触法 少年の 調

査権 を とい う時、そ れが大 人 に対 する のと同 じよ うに簡単 に

出来 る と考 えている ので しょうか。弓重い口調 で「こうだろ う」

といえ ば、子 ども はす ぐに 「うん」 と言 って しまい ます。子

ども との 接 し方 や面接 につ いて豊 富な経 験や矢口識 を持 って い

る児童相談所に比べ、そのような専門家を持たない警察がそ

れをする ことの危険 を感 じな いわけ にはいき ません。

また 、 14 歳末 満の 少 年も 少年 院 に送 るこ とが出 来 るよ う

にする とい う点 も、児 童 自立 支援 施設 と少 年院の 基本 的な 違

いを無視 した議論 で す。 日に 日に変化成長 し個人 差 も大き い

年少少年に福祉的観点から関わってきた長い歴史を持つ児童

自立 支援 施設 と、一定 のカ リキ ュラム に則 った教 育 を しよ う

という少年院 の違い は大 きいの です。

更に、保護観察の遵守事項を守 らない少年を少年院に送る

ことが出来 るよ う にす る とい う点 も 「守 らなか った ら少年院

だぞ」 とい う脅 しに使 われ るであ ろ うことは容 易 に想 像で き

ます。信頼関係が基本であるべき保護観察ですが、使い方に

よって は致 命的 な ことにな りかね ません 。問題 はま った く余

裕の ない保 護観 察の実情 か らきて いる ことを こそ問王謹にすべ

きな のです。

管 理や規 則、強 制 や脅 し、罰 だ けでは子 ども は成長 出来 ま

せん 。小 さい時 か ら認 めても らえず 、排 除され 自信 を無 く し

ている多 くの子 どもた ちが、 やがて 自分 は 「法律 に よ って守

られて いる」 と実感 出来 るよ う にな るか 、「法律 によ って更

に縛 られ 自由を奪 われ排 除さ れる」 とのみ 考え るよ うにな る

かは、法律 をつ くる大人 が子 ども に対 しどれだ け豊 かな想像

力や寛 容さ を持 ってい るかにか か って います。

大 人た ちが 「子 ども は怖い」 とか 「分 らない」 と言 って何

もしよ うとせず 、同時 に子 どもに 関わる機 関が忙 しさを理 由

にも うこれ 以上 出来な いと投 げ出 した時 、そ こに乗 り出 して

来るのは警 察です 。「健全育 成」「補 導」 とい う名の下 に学校

や地 域、 やがて は家庭 にまで警 察の 力が 入 り込 も うと して い

ます 。 どん な に健 全育成 と言 って も、権力 を持 ち、基 本的 に

犯人 を捕 まえるの が仕事 であ る警察 に多 くを任 せよ うとす る

社会 は健全 とは思 え ません。今 こそ大 人一 人一人 が小 さ くて

も自分 に出来る こと を し、警察 の力 を借 りな くても いい社会

を目指 さな ければな らな い と思 うのです 。

大 人 は子 ども に教 え られ 、癒 され 、元気 を 貰 ってい ます 。

子どもが生 き生 きと生 き られ ない社 会は 、大人 も生き生 き と

生き られ ません 。子 どもは何 年か後 には成 人 して大 人 の一員

にな りま す。 どん な大 人が増 えて い くか 、子 ど もの権利 を守

ることは と りも なお さず大人 の権利 を守 るこ とで もあ る と私

は思 ってい ます 。
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札幌市「子どもの権利条例（仮）」制定に向けた取組み

藤原 浩 子 （札幌市子ども未来局子どもの権利推進課）

1 ．「札幌市子 ども未来局」新設の背景

2 0 0 4 年4 月 1 日、「札幌 市子 ども未来局 」が 新設さ れま し

た。 それ ま で、 札 幌市 にお け る子 ど も関 連部 課 は 、 保健 福

祉・教育・建設など、それぞれが個別に事業を行い、横のつ

なが りが見え に くい もの で した。

「 子ども未来局」は、その前身である児童家庭部が行 ってい

た、児 童福 祉 に関す る施 策の 枠 を広 げ、「子 ど も に関す る施

策を一体的 に行 える ように」 と考 え られて設 置され ま した。

2 ．「亨 ども未来局」の取組み

「少子化対策の推進」「子育て支援体制の整備」「児童虐待

への対処 強化」 など、子 ども に関す る施策全 般 を推進 してい

く中で、 2 0 0 4 年度 か らは、子 ども の権利 を擁護 する体静」を

定め る 「（仮 称） 子 どもの権 利 条例」 の制 定 に向 けて 、広 く

市民 論議 を深めな が ら取 り組 む予定 です （制定 は2 0 0 6 年度

予定）。

3 ．子どもの権利条例の制定 に向けて

2 0 0 3 年度の市政世論調査では、約8 5 ％強の市民の方が、

子どもの 権利 につ い て 「内容 はよ くわ か らな い・ 矢口らな い」

と回答 して いま した。そ こで 、現在札 幌市 では、市 民一人 一

人が子 ども の権利 を身近 に意識 でき る生 活 をめ ざ して 、市民

や子 ども関係 団体等 を対象 と した研修 の実施 、各 区での イベ

ントにあわせ たパ ンフ レ ッ トの配 布、 パネル 展な どの広報 ・

啓発活動 をす すめて いる ほか、子 ども が 1 日の うち で多 くの

時間を過 ごす学 校な どへ子 どもの権 利 に向 けての取 組みの働

きかけ を して いる ところ です。 こう した 活動の 数々 が、条例

づくりの土台 にな ってい くの ではない で しょうか。

今後 は、具体 的 に条 例案 をつ くるにあた り、これ までの普

及活動 を通 じて得た さまざ まな意見 を踏 まえて 、どの よ うに

議論を進 めて い くか 、と りわけ子 どもたち が意見 を述べ る場

をど う作 って い くか が課 題 とな って くると思い ます 。

「子どもの権利条例東京市民フォーラム4 周年記念集会」報告

”子育ち－－を支える子どもの権利条例づ くりの現状と意義

2 0 0 4 年 1 0 月2 日（土）（13 ：0 0 ～ 1 6 ：3 0 ）

於 ：千駄ヶ谷区民会館

堀之 内 故 意 （早稲田大学学生）

【 豊島区】

2 0 0 3 年 2 月に 「豊島区子どもの権利条例 （仮称）」検討

委員会 が設立 され 、2 0 0 5 年 3 月の 素案提 出 を目標 に討議 が

進め られている。策定過程において市民が積極的に主導権を

持って参画 して い くことを重視 し、公募 委員 主体で基 礎委 員

会を作り、学識経験者が情報提供、考え方の整備をするかた

ちで起草 を行 ってい る。市民 主体 で草案 を練 る ことで、意 見

を言い ます的発 想か ら脱却 し、当 事者能 力を養 って い くこと

を意図 した市 民参加 型の手法 の例 と して報告 された。

【 目黒 区】

2 0 0 3 年 1 1月 に 「目黒子 ども条例 （仮称 ）」

子どもの権 利集 約 第 76号 ・ 2004 年 10 月20 日号

≡；顎



て子どもの条例を考える区民会議が設置された。予算の関係

で6 回 （のち に補 正予 算 で9 回） と少 ない 区民会 議 を補 うた

め に ワー キ ン ググル ー プ （原 案 プロ ジ 工ク ト）を 立ち 上 げ、

また子ども世代の意見やニーズを区民会議に反映させるため

に 1 1 歳～ 1 8 歳 まで の 2 0 名程 度 で構成 さ れる 目黒子 ども委

員会 も発足さ せた。加 え て公式 な場 では意見 を出 しに くい行

政の事務 局担 当者 と委 員 とのオ フ レコ幹事会 を開 くな ど、幅

広い層 か らの意 見を集 め 、区民 と行政 が協働 して条 例づ くり

を行 う工夫 が報告 された。

【小金井市】

2 0 0 1 年 3 月 「の び ゆ くこ ども プラ ン小 金井 」（小 金 井版

エンゼルプラン）の基本理念が「子どもの権利条約」に基づ

いて まとめ られ、「子 どもの 権利条 例」 の制定 が計画 され る。

2 0 0 3 年 9 月 「（仮称）小金井市子 どもの権利条例」策定委

昌会が発足 し、条 例づ く りに向 けて委員会 が重ね られてい る。

委員会の構成メンバーの年齢が高く、教育関係者の比率が多

い、権利 よ りも義務 や責任 を求 める風 潮が あるな ど策定 に向

けての課題が報告された。

【 日野市】

2 0 0 2 年4 月 に 「子 ども の権利 条例 」 プロ ジ工 ク トの委 員

公募を開始。おとな会議による素案と行政側の素案が作 られ、

2 0 0 5 年 3 月議会への上程を目指 して現在すり合わせ作業が

行われて いる。子 ども議 会も設 け られて いる が、参加 メ ンバ

ーも少な く、お となの 思 いだ け で作 って いる の ではな い か。

また 、条例策 定 に向 けて中 間発表 も して いな いので 、広 く市

民に伝 え る必 要 が あ るの で は ない か と い う懸 念 も報 告 され

た。

【 調布市】

2 0 0 2 年に子どもに関する総合政策 「調布市行動計画」に
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「（仮称）調布市子ども条例」の制定が盛 り込まれ、2 0 0 4 年

7 月に「調布市子ども条例」制定準備委員会が設置された。

市内にある都立高 3 校で意見発表会を行 うなど積極的な活動

を行 う一 方、準 備委員会 とい う名前 の通 り実 際に作 るの は行

政なので、どこまで意見が反映されるのか疑問。子育て支援

条例の色が強いといった不安も報告された。

【立川市】

子 ど もに 関す る総合 計画 『夢 育 て・ たち かわ 子 ど も2 1

プラ ン』策 定 における子 ども参加 の しくみ づ くりの 困難さ や、

行政との協働関係は構築されつつあるが、教育委員会との関

係を今後 ど う構 築 してい くかな ど今後 の課題 につ いて報 告さ

れた。

【なぜ子どもの権利条例なのか】

子 どもの 権利 条約 に対 して国や都 の姿勢 は積 極的 とは言 え

ない。だ か らこそ生活 に一番 近い ところ で、 自治 の 問題 と し

て議 論を する必要 があ る。条例 づ く りはそ の地域 で子 ども を

どう捉え るか、そ の存在 を市民 と して認め るか とい う問題提

起で ある。 条例そ のもの では な くいかに作 るか とい うプロ セ

スに意 味がある ことが指 摘された 。

ま た、縦割 り行 政を越 えて子 ども施 策を総 合的 に行 う為の

法的根 拠 とな りうる点で 意味が ある ことも確 認 された。 市民

参カロ型 の施策 の突破 口 とな り、行 政規則 よ りも公 開性が ある

こと や、首長 が変わ って も継続性 があ る こと、また 、安定 的

に施策 を運営 する には効果 的であ る こと、条例 があ る と条 例

をたて に正当 に予算要 求が 出来る よ うにな り実 効性 が増 す こ

と等 、子 どもの権 利 を保障 してい く上 での、子 ども の権利 条

例づ くりの有 効性が語 られた 。

参 カロ者 の間で各 自治 体に おける条 例づ くりの 現状 、条例 づ

くりを進 める ことの意義 が共 有され 、 とても有 意義な 会であ

つた 。

子 ど もの権 利条 約 の批 准 か ら10年 。 あ らた め て子 ど もの権 利 条約 を読 ん でみ

ません か ？ この コーナ ー では毎 回条 文 をい くつ か取 り上 げ、子 ど もに読 ん でも

ら う こ と を 念 頭 に お い て わ か り や す く角牢説 して い き ま す 。 も ち ろ ん 、 お と な の

方も ど う ぞ ／

【 第1 1条】国外不法移送・不返還の防止

子 どもの権 利 条約 1 1条 で は、子 どもが 不法 に 国外 に連れ

出されて しま った り、他 の匡卜か ら返 され なか った りする場合

のこと につ いて定 めて いる。子 ども が不法 に外 国 に連 れて行

かれ た り、外 国か ら返れ ない状 態 にされな い よう に、国は努

力しな き やい けない。も しもそ うい う状態 にな った ら、国 は、

子どもに とって一番 い い状態 に戻す よ うに工夫 しな ければな

らない 。

じや あ、誰 によ って連 れ出 された り返さ れな か った りする

のか 、 つてい うと、実 は親 や親 戚 なん だ。 3 5 条 で も誘拐 や

子どもの 人身 売買 につい て定め てい るんだ けど、 こち らは親

以外 の 人が 誘 拐 した 子 ど も を売 った りす る こ とを 書 いて い

る。 1 1条 は主 に親や親戚 によるものな んだ。

』芋芸 芸 による誘拐 って どん なこ とかな。 例え ば、親 が離

権利条約 第76号・ 2 004 年 10 月20 日号

安 部 芳 絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

婚して ど ち らか に子 ども が引 き 取 られ た 場合 を 考 えて み よ

う。引 き取る ことが でき なか った親が 、も う一 人の 親 （親 代

わりの人 ）や子 ども の承諾 を得 ずに、子 ども を外国 に連れ 出

した り、返さ なか った りする ことがあ る。それ は子 ども にと

つてあ ま りい いこ とではな いんだ 。急 に環 境が変 わる と 、子

どもの 心 がつ らくな って しま う。それ に、 10 条で も書 い た

ように、子 ど もに とって はどち らの 親も大切 だ か ら、 でき れ

ば子 ども が会 いたい とき に、両方の親 に会 える よ うにす るの

がベ ス トじやないかな 。

日本で は、国 際結婚 や、外 国か ら働 き に来て いる人 も増 え

ている 。だ か ら 1 1 条 が必 要な 場面 が みん なの 近 くで も増 え

るかも しれ ない。 みんな もそ してお となも この こと を矢口つて

おい てほ しい し、国も子 ども たちが つ らい 思い を しな いです

むよ うに、がん ば って ほ しいね。



【第 1 2 条】意見表明権

「給食 で残 った 牛乳の行 方 は ？」埼玉 県の ある まちで 、お

とな と小 中 学生 が話 し合 いを して いた とき の こと。「牛乳 は

好きな人 もキ ラ イな人 も いる。」「私 は大 好 き ！」「で も、 ア

レル ギー で飲 めな い人 も いる よ」「ご飯の ときに牛 乳 を飲 む

のはなんか いや じやない ？」 そ して子 どもた ちの疑 問は、残

つた牛 乳は ど うな るのか ？とい うこ とだ った。 実 はこのま ち

では残 った牛 乳は はるか5毎を越え 、宮崎県 まで運 ば れて処理

され る ら しい 。「そん なの お金 が も ったい ない 。で も牛 乳 を

全部 やめる と飲 みた い人が かわい そ うだ か ら、牛 乳か お茶 か

選べる よ うに してほ しい。そ う した ら、捨 てるの も少 な くて

いい と思 う」 とい うの が子 どもたち の意見 。 これ を聞 いたお

とな は 「確 か にそ うだ よね 。」 と うな ずい て、 この こ とを検

討する ことに したんだ 。

子 どもの 権利条 約 1 2 条 で は、子 どもに 関係 する あ らゆる

こと につ いて、子 ども が 自由に意見 を言 える って ことが定め

られてい る。あ らゆる こと ってい うの は 、給食の牛 乳み たい

に身 近な ことか ら、学校 の授業 内容 や校則 、親が 離婚 する と

きの 裁判 でその子 が どう した いか を聞かれ た りとか、 自分が

病気 の ときに どうい う治 療 を受けた いか 、など本 当 にみ んな

が生 きて い く上 で 影響 を 受 ける で あ ろ うすべ て の こ とな ん

だ。 けれ ど、意見 を言 うの って案外難 しか った りする。 自分

の考え を相手 に伝 えよ うと思 っても 、 うまい言葉 が浮か ばな

かった り、恥ず か しくて言 い出せ なか った りする こともある。

そんな とき 、きちん と言わ な き や聞 いて くれない かとい うと

そうで はな い。あな たな りの言葉 や表 現で伝 えた い ことを伝

えてい いんだ よ。そ してそ れを 国やお とな は受け とめな き や

いけない。

それ はど う してか とい うと、子 ども にと って一番 いい こと

はや っば り子 ども に聞 くの が一番 だか らなん だ。例 えば高校

生の年令の子の意見は尊重するけど、中学生世代はまだだめ、

とか、健康 な子 ども はいい けど障 がいの ある子 はだめ だ とか

ってい うの は 、同 じ「子 ど も」 なの に変 じやな い ？だ か ら、

どん な子だ ってその子 の意見 は大 切 にされる権利 がある。

ところ で、子 どもの 意見 を聞 く、とい う ことと、子 どもの

意見 を全 てかな える とい うことは ち ょっとち がう。お とな に

だって、 ど うしても無理 な ことはあ るか ら。で もそ うい うと

きはき ちん と 「こ うい う理由 でそ れ はか なえ られ ない んだ」

という ことをお とな は説 明 してほ しい。そ うす るとみ んなも

納得 でき る し、一 緒 に話 し合 えば も っといい アイデ ィアが生

まれ て くるか も しれな いよね。

子どもの権利条約フォーラム2 0 0 4 いばらき・in 取手

2 0 04年 1 1 月2 0 日（土 ）＆2 1 日（日） 於 ：取手市 立福祉会館

～ フォー ラム直前だ よ り～

1 ケ月 に約 1 回。 ゆ った りと したペ ー スで子 ど も会議 は 行

われ てきた 。そ う、子 ども会 議 はいつ ものん び りと行わ れて

いる 。そ ういえ ば、初め て会 議 に参加 した ときに感 じた少 し

緊張 した雰 囲気は いつの まに か消 えて いる し、フ ォーラ ムっ

て何 だ ？何 をど う してい けば いいの ？とい ったと ころか ら始

まったけれ ど、 自分 たち で 1 か ら考え てい いこと を伝 え られ

てか ら物事 が決ま ってい くの は早か った。そ うだ った、子 ど

も会議 では変 なプ レ ッシ ャーが なか った。そ れはき っと 、わ

たした ちをサ ポー トして くれた おとな か らの 圧力が皆 無だ っ

たこと、子 ども会議 メンバ ーた ちがそ れぞれ のペー ス という

ものを大切 に して いたか らこそ感 じ得 たもの だと思 う。

子 ども会議 では 、長い時 間の話 し合 いだ と疲 れて しま って

うま く進 まなか った りする ときが ある。 そんな とき は、お菓

子を食 べて みた り遊 んでみ た りとそれぞ れが いろん な ことを

して のびの び して いる。そ うい うとき に、何 だか 「こんな場

所が いつ もあれ ばいいの にな あ」 とふ と思 った りす る。会議

島 森 亜 砂 子 （高校3年生）

のはず なの に、わた しには日常 か らの シ ェル ターの よ うな も

のに感 じる ときが ある 。「～ しな き やい けな い」 とい う雰 囲

気がほ とん どなか った。だ か らだ ろ うか、 とても不 思議な場

所だった。

幾度かの 会議を経 て、フォーラム 開催 日が刻々 と近 づく今、

わた しが感 じて いる こと は フ ォー ラム に対 す る 緊張 で もな

く、か とい って気の 抜けた脱 力感 でも ない。 ただ素直 に、 自

分のま まで取 り組ん でいき たい。 それ でいい んだ とい うこと

を、今 国会 議に参カロして今 まで以上 に強 く感 じた。

この子 ども会 議の 雰囲気 は、わ た しの 力が足 りな い ことも

あって文章 で表すの には難 しい。

でも 、感 じても らうこ とはでき るの ではな いか と思 う。そ

れがで きるの は、 フォー ラム当 日。た くさんの 人 に参加 して

もらえる といいな と思 う。

子 どもの 権 利条 約 第 76号 ・ 2004 年 10 月20 日号

』
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《 第 3 回≫ マ イ ノ リテ ィーの 子 ども たち （実践編のみの参加も大歓迎です り

講義編 1 1月 9 日（火）1 9 ：0 0 ～2 1：0 0（受付開始 18 ：3 0 ） 小倉 敬子（L ET ’S 国際ボランティア交流会代表 ・

（財）かわさき市民活動センター副理事長）

実践編 12 月 10 日（金）19 ：0 0 ～2 1：0 0（受付開始 18 ：3 0 ） 各 回とも、林 大介（C R C ネット事務局次長） 内田 塔子（立正大学講師）

第4 回 「少年事件と子どもたち」

≪講義編 ≫2 0 0 5 年 1月2 1日（金） 19 ：0 0 ～2 1 ：0 0

寺尾 絢彦 （M e e tin g S p ac e て らお主宰、元 家庭裁判所調査官）

≪実践編≫2 0 0 5 年 2 月 19 ：0 0 ～2 1 ：0 0

林 大介 （C R C ネッ ト事務局次長） 内 日］塔 子 （立正大学講師）

第5 回 「児童労働 一日本 の子 どもと世界の子 ども （仮 ）」

≪講義編≫2 0 0 5 年 3 月 ≪実践編≫2 0 0 5 年3 月

く終了分〉

第1回 「子どもの権利条約の基礎知識」

≪講義編≫ 6 月 1 5 日（火） ≪実践編≫ 7 月 1 6 日（金）

第2 回 「対テロ戦争の中の子ども達」

≪講義編≫ 9 月 1 7 日（金） ≪実践編≫ 10 月 1 5 日（金）

※内容を変更する場合がありますので参カロされるときはご確認 ください。

会場 ：子 どもの権利 条約ネ ッ トワーク事務 所 （みな とN P O ハ ウス

4 階）●地下鉄日比谷・大王工戸線 「六本木」駅徒歩2 分・旧

三河台中学校

参カロ費（資料・会場費）：

一般 おとな 1，0 0 0 円／子ども（1 8 歳未満）5 0 0 円

会員 おとな 8 0 0 円／学生・子ども無料

定員 ：2 0 名 ※資料などの準備があ りますので事前申込をお願

い します

＜ 主催・ 問合せ先 ＞ 子どもの権利条約ネットワーク

〒1 0 6－0 0 3 2 東京都 5巷区六 本木4 －7 －1 4 みな とN P O ハウス4 F

T EL・FA X 0 3－34 70－0744
E －m a iI ：n C「C ＠ a b e a m ．o c n ．n e ．jp ●U R L ：h tt p ：／／W W W 6 ．0 C n ．n e ．jp ／‾n c「c ／

今こモ必要な、自分と人とをたいせつにする人権の本 ！

▲■

E

▲r

E

監修 荒牧重 人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各4 8ペー ジ／A 4変型判 ／ オール カラ ー

揃定価 17，64 0円（揃本体 16，8 00円）

各巻定価2，9 40円 （本体 2，8 00円）

巻

巻

巻

巻

巻

巻

1
2
3
4
5
6

』

“自分をたし1せつに”か らはじめよ う

いじめ、暴力、虐待か ら自分を守る

意見をい って 自分もまわ りも変わる

佐々木光明 編著

坪井節子編 著

喜多明人 編著

し1ろいろな人の人権 を考える 石井小夜子 編著

立ちあがるせ界の子 どもたち 甲斐田方智子 編著

情報を得ること伝えること 野村武司・平野裕二 編著

ポプラ社
〒1 6 0 －8 5 6 5

東京都新宿区大京町22－1

フリー ダ イ ヤル F A X

O 120－536 188

電話 03－3357－22 12
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★発 行 （隔月刊）
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N etw o「k fo「 the  C o n v e n t i o n  o n  t h e

R ig h ts o f th e C h i旧

〒106－0032 東京都潜区六本木4 t7 －14

み なとN P O ハ ウス 4 F

T E L ＆ F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・金 1 2 ：0 0 ～ 1 7：0 0 ）
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E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

1 8 歳未満 10 0 0 円

定 期 購 読4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一 プ リン ト


